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（目  的） 

第１条  本規則は、「アスファルト事前審査要領」に基づく、アスファルト混合物事前

審査委員会について定めたものである。 

 

（用語の定義） 

第２条  本規則で用いる用語の定義は、「アスファルト混合物事前審査要領」（以下、

要領という）第３条によるものとする。 

 

（委員会の構成） 

第３条  委員会には、委員長、副委員長、若干名の委員を置く。 

２．   委員長、副委員長および委員は、学識経験者、舗装関係の有識者、行政機関（国

土交通省、県、政令指定都市等）ならびに事前審査機関の中から選任し、審査

機関の長が委嘱する。 

３．   委員会の中に立入調査部会をおく。 

４．   委員の任期は４年とする。但し、留任を妨げない。 

 

（委員会の業務） 

第４条  審査および合否の判定に関する業務 

２．   立入調査部会員の承認に関する業務 

３．   認定の取消しに関する業務 

４．   試験機関の指定に関する業務 

５．   審査費用の承認に関する業務 

６．   技術的事項の改定に関する業務で、「アスファルト混合物事前審査要領細則の

次の条項に関する事項 

第２～３条、第９～１５条、第１７条、第１９条、第２１条 

 

（委員会の開催） 

第５条  委員会は、年２回以上の開催とする。ただし、委員長が必要と認めた場合に

は、随時開催できるものとする。 

  ２． 緊急を要す場合には委員長の判断により委員会を開催せず資料の持ち回り等

にて委員会業務を行うことができるものとする。 

 

（委員会の成立条件） 

第６条  委員会は、委員の過半数以上の出席を以て成立するものとする。 

 

 

 

規則［１］ 



 －2－ 

（委員長の代行） 

第７条  委員長に事故ある時は、副委員長がその職務を代行することができるものと

する。 

 

（委員の解任） 

第８条  委員に事前審査委員としてその信を汚す行為があった場合は、委員会で審議

の上審査機関の長が解任することができる。 

 

（立入調査部会の構成） 

第９条  立入調査部会には、部会長、副部会長および若干名の部会員を置く。 

２．   立入調査部会の部会長・副部会長および部会員は、舗装関係の有識者・審査機

関および行政機関が指定する者の中から選任し、委員会の承認を得て審査機関

の長が委嘱する。 

３．   部会員の任期は４年とする。但し、留任を妨げない。 

４．   必要に応じて、立入調査部会にアドバイザ－を置くことができる。 

５．   アドバイザ－の任期は４年とする。但し、留任を妨げない。 

 

（立入調査部会員の資格） 

第１０条 立入調査部会員の資格は、審査機関が実施する技術研修修了者でかつ次の各

号のいずれかによるものとする。 

（１）技術士、１級土木施工管理技士、または１級舗装施工管理技術者の資格を有し、

アスファルト混合所の製造・品質管理または舗装工事の施工管理の実務経験５年

以上の者 

（２）舗装関係団体等における技術委員会委員の経験を持つ者、またはこれに準ずる

者 

（３）アスファルト混合所の製造・品質管理または舗装工事の施工管理の実務経験１

３年以上の者 

（４）指定試験機関の関係者で舗装に関する実務経験を有する者 

（５）その他委員会が認めた者 

 

（立入調査部会の業務） 

第１１条 立会審査に関する業務 

２．   立入調査に関する業務 

３．   立会審査および立入調査結果の委員会への報告に関する業務 

４．  改善事項に関する業務  
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（アドバイザ－の業務） 

第１２条 立会審査・立入調査における立入調査部会への専門的事項に関する助言。 

 

 

（守秘義務） 

第１３条 立入調査部会員およびアドバイザーは、立会審査、立入調査業務において知

り得た事項を他に漏らしてはならない。 

 

（立入調査部会の開催） 

第１４条 立入調査部会は、立会審査・立入調査の終了後および部会長が必要と認めた

とき開催する。 

 

（立入調査部会の成立条件） 

第１５条 立入調査部会は、部会員の過半数以上の出席を以て成立するものとする。 

 

（部会長の代行） 

第１６条 部会長に事故ある時は副部会長がその職務を代行することができるものとす

る。 

 

（委員会等の運営） 

第１７条 委員会等の運営に関する業務は、審査機関の事務局が行うものとする。 

 

（指揮・命令） 

第１８条 立入調査部会長は、部会および立会審査ならびに立入調査を統括する。 

２．  立入調査部会員は、部会長の命により立会審査および立入調査を遂行する。 

 

（その他） 

第１９条 委員会および立入調査部会の運営に係る事項については、「アスファルト混合

物事前審査要領」「アスファルト混合物事前審査制度要領細則」および「アスフ

ァルト混合所立入調査規準」により行う。 

 

（附 則） 

本規則は、平成１１年 ３月１６日から施行する。 

本規則は、平成１３年 ２月２１日に一部改正する。 

本規則は、平成１９年 ９月 ７日に一部改正する。 

本規則は、平成２２年１０月 １日に一部改正する。 

本規則は、平成２５年 ２月２６日に一部改正する。 
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本規則は、平成２８年１１月１４日に一部改正する。 


